
著作権法の一部を改正する法律案要綱 

 

第一 立法又は行政の目的のための内部資料としての公衆送信等を可能とする措置 

 一 著作物は、行政審判手続のために必要と認められる限度において、公衆送信を行い、

又は受信装置を用いて公に伝達することができることとすること。 

 （第四十一条の二第二項関係） 

 二 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、

その必要と認められる限度において、当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行

い、又は受信装置を用いて公に伝達することができることとすること。 

  （第四十二条関係） 

 三 著作物は、特許に関する審査等の行政手続のために必要と認められる場合には、その

必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する

ことができることとすること。           （第四十二条の二第二項関係） 

 

第二 未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置 

 一 未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度の創設 

１ 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、当該未管理公表著作物等の利用の可

否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をと

ったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったときは、文化庁長官の裁定を受

け、かつ、補償金を供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作

物等を利用することができることとすること。 （第六十七条の三第一項関係） 

２ 未管理公表著作物等は、公表された著作物等のうち、著作権等管理事業者による管

理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により、当該著作物等の利用の可

否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が

定めるものの公表がされているもののいずれにも該当しないものとすること。 

  （第六十七条の三第二項関係） 

３ １の裁定（以下この一において「裁定」という。）においては、当該裁定に係る著作

物の利用方法、当該裁定に係る著作物を利用することができる期間等を定めるものと

すること。  （第六十七条の三第四項関係） 

４ ３の期間は、裁定に係る申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度とし

なければならないこととすること。        （第六十七条の三第五項関係） 

５ 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者

に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先そ

の他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者か

らの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当

該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができることとすること。 

（第六十七条の三第七項関係） 



６ 裁定が取り消された場合においては、著作権者は、補償金の額のうち、当該裁定の

あった日からその取消しの処分のあった日の前日までの期間に対応する額について

弁済を受けることができることとすること。   （第六十七条の三第九項関係） 

 二 著作権法第六十七条第一項の裁定及び一の裁定に係る補償金管理業務を行う指定補

償金管理機関の創設 

１ 文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であって、著作権法第六十七条第一

項の裁定及び一の裁定に係る補償金等の受領、管理、支払等に関する業務（以下「補

償金管理業務」という。）を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全

国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者（以下「指定補償金管理機関」とい

う。）として指定することができることとすること。 

  （第百四条の十八及び第百四条の二十関係） 

２ 指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、著作権法第六十七条第一項の

裁定及び一の１により補償金を供託することとされた者は、当該補償金を指定補償金

管理機関に支払うものとすること。 （第百四条の二十一第二項関係） 

３ 指定補償金管理機関は、補償金等の額から著作権者等に支払った額を控除した額の

うち、政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権等の保護に関す

る事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業のために支出し

なければならないこととすること。 （第百四条の二十二第一項関係） 

４ その他指定補償金管理機関について所要の規定を設けること。 

（第百四条の二十三から第百四条の三十一まで関係） 

５ 文化庁長官が補償金管理業務の廃止の許可をした場合又は指定補償金管理機関の

指定の取消しをした場合においてその後に新たにその指定をしたときは、当該許可又

は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた

指定補償金管理機関に引き継がなければならないこととすること。  

（第百四条の三十二第一項関係） 

 三 一の裁定に係る確認等事務を行う登録確認機関の創設 

１ 文化庁長官は、一の裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち、一の裁定の申請

受付に関する事務、一の裁定の要件確認に関する事務及び一の裁定に係る通常の使用

料の額に相当する額の算出（以下「使用料相当額算出」という。）に関する事務（以下

「確認等事務」という。）を、その登録を受けた者（以下「登録確認機関」という。）

に行わせることができることとし、このときは、文化庁長官は、確認等事務を行わな

いものとすること。 （第百四条の三十三第一項及び第二項関係） 

２ 文化庁長官は、１の登録の申請が、確認等事務に従事する者のうちに、文部科学省

令で定める著作権等の管理に関する経験を有する者並びに使用料相当額算出に必要

な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が含まれていることの

いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとすること。 

（第百四条の三十四第三項関係） 

３ その他登録確認機関について所要の規定を設けること。 



（第百四条の三十五から第百四条の四十五まで関係） 

４ 文化庁長官は、登録確認機関が確認等事務を実施することが困難となった場合にお

いて必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができることとすること。 

（第百四条の四十六第一項関係） 

５ 登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、一の裁定を受けようとする者は、

政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならないこととし、こ

の場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とすること。 

（第百四条の四十七関係） 

 四 二及び三に関する罰則について所要の規定を設けること。 

（第百二十一条の三、第百二十二条の二及び第百二十五条関係） 

 

第三 著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置 

 一 著作権等の侵害者が譲渡した物の数量等に基づく損害額の算定について、著作権者等

の販売等の能力を超える部分に係る数量又は著作権者等が販売することができないと

する事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた著作権等の行使につき受

けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができるものとすること。 

（第百十四条第一項関係） 

 二 著作権者等が著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の認定に当た

り、裁判所は、著作権者等が、著作権等の侵害があったことを前提として当該著作権等

を侵害した者と著作権等の行使の対価について合意するとしたならば、当該著作権者等

が得ることとなるその対価を考慮することができるものとすること。 

（第百十四条第五項関係） 

 

第四 施行期日等 

一 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

から施行すること。ただし、第一及び第三については令和六年一月一日から施行するこ

と。 （附則第一条関係） 

二 この法律の施行前においても、指定補償金管理機関の指定等及び登録確認機関の登録

等に関して必要な準備行為を可能とすること。     （附則第三条及び第四条関係） 

三 その他関係法律について所要の改正を行うこと。 （附則第七条から第九条まで関係） 

四 その他所要の規定の整備を行うこと。 

 


